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会  議  記  録  

 

高 松 市 附 属 機 関 等 の 設 置 、 運 営 に 関 す る 要 綱 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 会 議 記 録

を 公 表 し ま す 。  

会  議  名  
令 和 ５ 年 度 高 松 市 中 小 企 業 等 デ ジ タ ル ビ ジ ネ ス 推 進 事 業 補 助

金 評 価 員 会  

 

開 催 日 時  令 和 ５ 年 ８ 月 １ ８ 日 (金 ) 午 後 ２ 時 ～ 午 後 ３ 時  

開 催 場 所  高 松 市 役 所  １ １ 階  １ １ ４ 会 議 室  

議     題  
(1)高 松 市 中 小 企業 等デ ジ タ ル ビ ジ ネ ス 推進 事 業 補 助 金  評 価  

(2)そ の 他  

公 開 の 区 分    □  公 開   □  一 部 公 開   ■  非 公 開  

上 記 理 由  高 松 市 情 報 公 開 条 例 第 ７ 条 第 １ 号 、 第 ４ 号  

出 席 委 員  非 公 開  

事  務  局  松 本 課 長 、 山 下 補 佐、 岡 本 係 長 、 伊 藤  

傍  聴  者  非 公 開 会 議 の た め なし   

担 当 課 及 び  

連 絡 先  

産 業 振 興 課  創 造 産業 係  

８ ３ ９ － ２ ４ １ １  

    

審 議 経 過 及 び 審 議 結 果  

１  開 会  

（ 事 務 局 か ら 開 会 挨 拶 ）  

 

２  会 議 の 成 立 に つい て  

【 事 務 局 】  

高 松 市 中 小 企 業 等 デ ジ タ ル ビ ジ ネ ス 推 進 事 業 補 助 金 評 価 員 会 設 置 要 綱 第 ５

条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 委 員 の 過 半 数 を 満 た し て い る た め 、 会 議 は 成 立 し て

い る こ と を 報 告 す る 。  

 

３  会 議 の 公 開 ・ 非公 開 に つ い て  

 【 事 務 局 】  

会 議 の 公 開 に つ い て 、 附 属 機 関 等 の 会 議 に つ い て は 、 原 則 公 開 と し て い る

が 、 高 松 市 情 報 公 開 条 例 第 ７ 条 に 該 当 す る 場 合 は 、 本 評 価 員 会 に お い て 、 非

公 開 と す る 必 要 が あ る 。  

該 当 す る 内 容 と し て は 、 高 松 市 情 報 公 開 条 例 第 ７ 条 第 ２ 号 、 法 人 そ の 他 の

団 体 に 関 す る 情 報 又 は 事 業 を 営 む 個 人 の 当 該 事 業 に 関 す る 情 報 で あ っ て 、 公

に す る こ と に よ り 、 当 該 法 人 等 又 は 当 該 個 人 の 権 利 、 競 争 上 の 地 位 そ の 他 正  

当 な 利 益 を 害 す る お そ れ が あ る も の が 記 述 さ れ て お り 、 ま た 、 第 ４ 号 、 当 該

会 議 を 公 開 す る こ と に よ り 、 率 直 な 意 見 交 換 、 意 思 決 定 の 中 立 性 が 損 な わ れ

る お そ れ が あ る も ので あ る 。  
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審 議 経 過 及 び 審 議 結 果  

当 該 判 断 は 、 本 評 価 員 会 が 決 定 す る こ と に な っ て い る 。 会 議 の 公 開 ・ 非 公 開 の

判 断 を お 諮 り さ せ て い た だ く も の で あ る 。  

本 評 価 員 会 に つ き まし て は 、 非 公 開 と して よ ろ し い か 。  

 

【 評 価 員 】  

（ 異 議 な し ）  

 

４  委 員 紹 介  

 

5 事 務 局 紹 介  

 

6 議 題 1 高 松 市 中小 企 業 等 デ ジ タ ル ビジ ネ ス 推 進 事 業 補 助金 評 価 に つ い て  

  （ 各 申 請 者 に よる プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 及 び 質 疑 応 答 ）  

 

7 閉 会  

 


